
行橋市不登校児童生徒支援リーフレット

不 登 校 の 考 え 方

不登校は、どの子どもにも起こり得ることで問題行動ではありません。

①学校・家庭・社会が、不登校の子どもに寄り添い共感的に受け入れ、理解します。
②学校登校だけを目的にするのではなく、社会的自立を目指します。

不登校について、その保護者だけが悩んだり、一部の教職員で抱え込んだりすることが
ないように、専門家等（スクールカウンセラー【心理面】・スクールソーシャルワーカー【福
祉面】）が助言します。支援策を一緒になって、考えることが大切です。保護者と学校は、
子どもの状況に応じて連携し、社会的自立を目指しましょう。

学校では担任の先生等が、子どもの悩み等に寄り添うため、家庭訪問や一人一台端末
を活用して連絡を取りあい、安心できる環境づくりに取り組んでいます。
諸事情により教室に入れない子どもに、サポート教室（学校によって名称が異なります）、
保健室等への登校を、進めています（各学校にお尋ねください）。
授業支援についても、学校は相談に応じます（各学校にお尋ねください）。
福岡県が実施しています 「みらいサポーター事業（週1回程度、ＩＣＴを活用して大学生
とおしゃべりしたり勉強したりする）」の受講を、進めています。

各 学 校 の 不 登 校 対 策

みらいサポーター事業には個人で申し込みができます→

行 橋 市 子 ど も 未 来 応 援 事 業

行橋市では、諸事情により学校に登校できない子どもたちのために、「子ども未来応援
事業」を推進しています。体験活動（田植え・稲刈り・もちつき・茶道・華道・登山等）を通
じて、子どもたちの社会的自立を支援するものです。案内も含めて、「すぐーる」にて情報
発信しています。

子ども未来応援事業にも個人で申し込みができます→

①右の二次元コードを読み取り、必要事項（1分程度で完了）を入力して、
申し込んでください。
②申し込み後、学校から「すぐーる」への登録案内が届きます。
③「すぐーる」登録後、各体験活動の案内が、その都度（予定日の約1か月前）「すぐー
る」 にて送付され、参加の申し込みができます。
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担当

参 考
・諸事情により学校に登校できない児童生徒への支援（行橋市HP）

民間施設名 所在地 ＨＰ等
フリースクール 風の里 行橋市行事5丁目8-10 https://www.kazenosato.or.jp/
星搓国際北九州
フリースクール「ひまわり」

北九州市戸畑区初音町9－34
ジュネス汐井2F

https://seisa.ed.jp/kitakyu/freeschool/

こどもｃｏｔｔｏｎ 行橋市金屋585-34 0930-55-6708
こらぼベース 苅田町大字尾倉4006-19 https://collabo.jimdo.com
クラスルームこらぼ 苅田町新津2丁目9-17 https://collabo.jimdo.com
トライ式高等学院 北九州市小倉北区魚町1-4-

21北九州魚町センタービル2F
https://www.try-
gakuin.com/support_kyoten/fukuoka/kokura/

ユニバーサル
サポートクラス

北九州市小倉南区津田２丁目
７－１６

https://www.usc-freeschool.com/

aini school 小・中等部 オンライン https://helloaini.com/entry/ainischool/cooper
ation/

支 援 し て い る 施 設 等

①教育支援センター（ほほえみ教室）【0930-25-5100】（教育委員会が設置）
不登校状態にある児童生徒が社会的自立や学校復帰を目指すことを支援する施設で、
コスメイト行橋(行橋市中央1丁目9番3号）内に設置しています。学習活動だけでなく、
様々な体験活動（ものづくり・レクリェーション・調理実習等）を行い、ほほえみ教室に登室
した日数は、在籍校での「出席」扱いになります。
学校授業日のうち、月曜日～金曜日の週5日開室しています。入室手続きについては、担
任の先生に相談ください。原則、費用は無料ですが、活動費（調理実習等のため）が必要
です。

②不登校に関する相談窓口 行橋市児童・生徒相談センター【0930-25-0119】
教育委員会内に「児童・生徒相談センター」があり、不登校についての保護者の皆さん
の相談を来所や電話により受け、一緒に考えていきます。不登校に関すること等、困ったと
きはお気軽に相談ください。受付日及び時間は、月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を
除く）午前8時30分から午後5時までです。

③民間施設等
学校外での学びの場や居場所の一つとして、民間の施設等があります。学校や教育委
員会と連携し、一定の要件を満たす民間施設等については、在籍する学校の校長が、在
籍校での「出席」扱いにしています。施設の利用には、利用料がかかります。施設にお問い
合わせください。

行橋市内の学校で、「出席」扱いにしている民間施設等（令和7年12月末現在）

④「不登校を考える親の会ネットワークふくおか」加盟団体
京築地区には、不登校を考える保護者の会があります。

団体名 メールアドレス HP

けいちくトイロ keichiku.futoko@gmail.com https://keichiku-toiro.jimdofree.com/
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